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新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が期待しづらい中、

ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために、新分野展開、事業転換、業

種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築を行う中小企業等への支援です。 

 

１．基本要件 

①「事業再構築」の定義に該当し、認定経営革新等支援機関の確認を受けた事業計画を実施すること。 

  ※東京会計は「認定経営革新等支援機関」に登録されています。 

②補助事業終了後３～５年で付加価値額の年平均成長率３～５％以上増加の達成、又は従業員一人当たり 

付加価値額の年平均成長率３～５％以上増加の達成を計画すること。 

 

２．公募締切  令和 6 年 7 月 26 日（金）18 時まで （※電子申請による受付のみ） 

 

３．公募枠 

事業類型 概要 補助上限額 補助率 

成長分野進出枠 
（通常類型）  

・ポストコロナに対応した、成長分野への大胆な事業再構築に 
これから取り組む事業者、国内市場縮小等の構造的な課題に直

面している業種・ 業態の事業者向け 

3,000 万円 1/2 

成長分野進出枠

（GX 進出類型）  
・ポストコロナに対応した、グリーン成長戦略「実行計画」

14 分野の課題の解決に資する取組をこれから行う事業者向け 
5,000 万円 1/2 

コロナ回復加速

化 枠 （ 通 常 類

型）   

・今なおコロナの影響を受け、コロナで抱えた債務の借り換え

を行っている事業者や事業再生に取り組む事業者向け 

5,000 万円 2/3 

コロナ回復加速

化枠（最低賃金

類型） 

・コロナ禍が終息した今、最低賃金引上げの影響を大きく受け

る事業者向け 

1,500 万円 3/4 

サプライチェー

ン強靱化枠 

・ポストコロナに対応した、国内サプライチェーンの強靱化に資

する取組をこれから行う事業者向け  
3 億円 1/2 

 

４．補助対象経費の例 

建物費（建物の建築・改修等）、機械装置・システム構築費、外注費（加工、設計等）、広告宣伝費・販売促進費 

（広告作成、媒体掲載、展示会出展等）、研修費（教育訓練費等）等 

【注】 従業員の人件費、従業員の旅費、不動産、パソコンや自動車等の汎用品の購入費等は補助対象外です。 

 

 

東京会計では事業計画書等の申請書の作成、認定経営革新等支援機関としての対応、電子申請サポートなど補助 

金の申請に関するサポートを行っております。販路開拓等の取り組みをご検討されていれば活用できそうな補助金、 

助成金についてお調べしてご提案いたしますので、補助金サポート担当の飯田までご相談ください。 

（連絡先：080-3725-1010） 

会計・税務、人事・労務、行政手続に役立つ 

東 京 会 計 ニ ュ ー ス 
東京会計グループ発行 

◆税理士法人 東京会計グループ◆社会保険労務士法人 東京労務グループ◆行政書士法人 東京行政書士グループ 

  
 

事業再構築補助金について 
補助金 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・事業再構築補助金の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・東京会計による補助金・助成金申請サポート・・・・・・・・・・・・ 
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「事業継続力強化計画」とは、中小企業が自社の災害リスク等を認識し、防災・減災対策の第一歩

として取り組むために、必要な項目を盛り込んだもので、現在及び将来的に行う災害対策などを記

載するものです。 認定を受けた中小企業は、防災・減災設備に対する税制措置、低利融資、補助

金の加点措置等を受けることができます。 

 

１．補助金の申請における審査の加点 

計画の認定を受けることで、以下の補助金の審査において加点され採択率が高まります。  

（１）ものづくり補助金    （補助率 1/2、補助上限 750 万～5,000 万） 

（２）IT 導入補助金 セキュリティ対策推進枠  （補助率 1/2、補助上限 5 万～100 万） 

（３）事業承継・引継ぎ補助金  （補助率 1/2、補助上限 5 万～100 万） 

（４）事業再構築補助金   （補助率等は前ページ参照） 

 

２．自然災害等の対策のための機械装置、器具備品、建物附属設備の特別償却 

  計画の認定後 1 年以内に上記資産を取得・事業の用に供した場合に、特別償却１８％が適用可能。 

  （資産の例：自家発電設備、浄水装置、耐震・ 制震・免震装置 等） 

 

 

  

 

年金の金額は毎年物価や賃金の動向を見て改定されます。 ※令和 6 年度は前年度から 2.7％の引上げとなります。 

 

年金受給者の方には毎年 6 月に年金支給額について改定後の金額が記載された「年金額改定通知書」と、 

偶数月に振り込まれる 1 回当たりの振込額について記載された「年金振込通知書」が送付されます。 

また、「年金振込通知書」には年金から天引きされる以下の保険料、税額が表示されています。 

①介護保険料 ②後期高齢医療、国民健康保険料 ③所得税額 ④住民税額 

 

しかし、6 月に送付される上記通知書は前々年の所得を元に仮に計算されたものになりますので、前年の所得が確定し、 

10 月からの年金支給額に変更がある方には再度通知書が送付されます。 

10 月の振込額に変動がある方は再度送付される振込通知書の内容を確認されてください。 

 

このコラムでは最新の法改正情報や身近な年金情報を取り上げていきたいと思います。 

年金のことでご不明な点やお知りになりたいことがあれば、東京労務グループ 武澤までご相談ください。 

（連絡先：090-3725-1005） 

 

 

 

 

 

 

事業継続力強化計画（BCP）について 
補助金 

税制措置 

・・・・・・・・・・事業継続力強化計画（BCP）の認定企業に対する支援策・・・・・・・・・・ 

●右の QR コードから当社 HP にアクセスできます。お手持ちのスマートフォンから 

読み取ることで、当社のサポートに関する情報や過去の東京会計ニュースの閲覧の 

他、資金繰表など会計様式のダウンロードも可能です。 

●掲載している内容に関してお尋ねがある場合、まずは会計、労務の担当者まで 

ご連絡ください。     ※QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 

年金の改定について（年金額改定通知書、年金振込通知書） 
年金 


